
船舶事故調査報告書 

令和５年８月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月２９日 １１時３０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜区 

 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位０２８°１９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２２.８′ 東経１３９°３９.６′） 

事故の概要  油タンカーけいよう丸は、錨泊中、また、プレジャーヨットOcean
オーシャン

 

Heaven
ヘ ブ ン

Ⅱは、西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年６月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー けいよう丸、１,８１８トン 

   １４０６１８、浅川汽船株式会社 

Ｂ プレジャーヨット Ocean HeavenⅡ、５トン未満（長さ９.２０ｍ） 

   ２４０－５５３７３神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部ハンドレールに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約５～６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか９人が乗り組み、荷役待機の目的

で、京浜港横浜区の金沢木材ふ頭東方沖で錨泊していた。 

Ａ船は、航海士Ａが単独の船橋当直に当たっていたが、事務作業を

行っていたところ、左舷船首部にＢ船の船首部が衝突した。 

航海士Ａは、Ｂ船と衝突したことに気付いていなかった。 

船長Ａは、Ｂ船と衝突したことを知らないまま、後日、来援した巡

視艇の海上保安官からＢ船と衝突したことを伝えられ、本事故の発生

を知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人５人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、ヨットレースに参加し、前部にセールを展張して金沢

木材ふ頭東方沖を帆走により約５ノットの対地速力で西進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが左舷側に腰を掛け、前部に展張したセールで右舷

船首方約４５°に死角を生じた状況で帆走中、ヨットレースに夢中と

なっていた中、死角を補うことなく帆走を続け、至近にＡ船を認めた

が、どうすることもできず、船首部が前路で錨泊中のＡ船の左舷船首

部に衝突した。 



船長Ｂは、Ａ船と衝突直後、主機を全速力後進とし、Ａ船から離れ

るとともに同乗者の負傷の有無及び浸水状況を確認したのち、１１８

番通報等を行った。 

船長Ｂは、ふだん、前部に展張したセールによって生じる前方の死

角を約４５°以上に進路を変更して補っていたが、本事故当時、周囲

には他船がいないように見えたので、死角を補うことなく帆走を続け

た。 

分析 Ａ船は、錨泊中、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、西進中、セールを展張して前方に死角を生じた状況下、船

長Ｂがヨットレースに夢中となり、死角を補うことなく帆走を続けた

ことから、至近にＡ船を認めたが、どうすることもできず、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が西進中、Ｂ船がセールを展張して

前方に死角を生じた状況下、船長Ｂがヨットレースに夢中となり、死

角を補うことなく帆走を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ヨットの船長は、帆走中、展張した前部セールによって生じる死

角を、進路を変更するなどして補い、常に周囲の状況を確認する

などの適切な見張りを行うこと。 

・ヨットの船長は、同乗者にも適切に見張りをするよう依頼するこ

と。 

 


